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（証券コード 2315）
2020年１月15日

株 主 各 位
東京都目黒区大橋一丁目５番１号
株式会社 カ イ カ
代表取締役社長 鈴 木 伸

　

第31期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第31期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げま
す。
　尚、当日ご出席頂けない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年１月29日（水曜日）午後５時45分までに議決権をご
行使くださいますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送くだ
さい。

[インターネット等による議決権行使の場合]
　３頁に記載の「議決権行使の方法についてのご案内」をご参照のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛
否をご入力ください。

敬 具
　

記
　

1. 日 時 2020年１月30日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号

アイビーホール青学会館 Ｂ２階 サフラン
3. 株主総会の目的である事項
報 告 事 項 1. 第31期（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第31期（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）計算書類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 吸収分割契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役７名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

　以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（お 願 い） 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げま

す。
（お知らせ） 本招集のご通知添付書類のうち、「連結注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター

ネット上の当社ウェブサイト（https://www.caica.jp）に掲載しておりますので、本招集のご通知添付書類には記載
しておりません。
添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.caica.jp）に掲載いたします。
総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承頂きますようお願い申し上げます。
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議決権行使書

株主総会開催日時 2020年１月30日（木曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願
い申し上げます。

議決権行使の方法についてのご案内

株主総会へ出席

▼ 重複して行使された議決権の取扱いについて
（1） 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」

を含む。）等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（2） インターネット（「スマート行使」を含む。）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使

として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
議決権行使について  0120-652-031（9:00～21:00） その他のご照会  0120-782-031（平日9:00～17:00）

■株主総会にご出席いただけない場合

■株主総会にご出席いただける場合

2020年１月29日（水曜日）
午後５時45分到着分まで

2020年１月29日（水曜日）
午後５時45分まで

2020年１月29日（水曜日）
午後５時45分まで

議決権行使期限 議決権行使期限 議決権行使期限

書面による議決権行使 「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、行
使期限までに当社株主名簿管理人
に到着するようご返送ください。

同封の議決権行使書用紙の右下「ス
マートフォン用議決権行使ウェブ
サイトログインQRコード」をス
マートフォンかタブレット端末で
読み取ります。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

議決権行使ウェブサイトにアクセス
し、同封の議決権行使書用紙に記載の
議決権行使コード及びパスワードをご
利用のうえ、画面の案内に従って議案
に対する賛否をご登録ください。

パソコン、スマートフォン又は
携帯電話等から、

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net
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議決権行使書

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用
議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をス
マートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画
面が開きます。議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の賛
否をご入力ください。

確認画面で問題なければ「この
内容で行使する」ボタンを押し
て行使完了！

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

■1  議決権行使ウェブサイトへアクセスする■1  スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

■2 議決権行使ウェブサイトを開く

■3  各議案について
個別に指示する

■4   全ての会社提案議案に
ついて「賛成」する

※ QRコードは、株式
会社デンソーウェー
ブの登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード
を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パ
スワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権
行使ウェブサイト https://www.web54.net へ直接アクセスして行
使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決
権行使コード」をご
入力ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力く
ださい。

■2 ログインする

■3 パスワードを入力する

https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

議決権行使コード

パスワード

クリック

■3

■■4

2019年12月24日 13時32分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 5 ―

（添付書類）

事業報告（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）
　
1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2018年11月１日～2019年10月31日）におけるわが国経済は緩やかな回復基調が継
続した一方、米中通商問題をめぐる緊張の増大が世界経済へ与える影響が懸念される等、先行き不透明な
状況が続きました。
当社グループが主に事業を展開する情報サービス産業においては、ビッグデータ、IoT、AI、ブロック
チェーン等の先進的な技術を活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）推進の動きが加速して
おります。既存のビジネスを変革し、新たな付加価値を生み出す動きが世界的に進展しつつあり、今後、
これら先進技術の高度化、多様化による需要の拡大が見込まれます。一方、業界全体として技術者の不足
が常態化しており、当社グループにおいても即戦力となる技術者の採用は競合他社との獲得競争が激化し
ており、人材不足傾向が続いております。

このような状況の下、当社グループは売上総利益率の向上に取り組むとともに、従来からの主力分野で
ある大手企業や、金融機関向けのシステム開発分野の、収益性改善を目的とした上流比率を高めるための
施策に取り組みました。具体的には、当社の営業スタッフと元請け企業との信頼関係をより深め、着実に
実績を積み上げるとともに、上流工程を担える技術者や大規模案件を担えるプロジェクトマネージャーの
育成及び確保を図りました。
また、一次請けのポジションとしてシステム開発を請け負うことが見込まれるフィンテック関連分野、
とりわけ暗号資産（以下、「仮想通貨」といいます。）の基幹技術であるブロックチェーン関連の案件や、
仮想通貨交換所システムの開発、保守及び運用案件、仮想通貨交換所システムの外部向け販売等、仮想通
貨関連事業に注力いたしました。
当社グループは現在、当社における従前からのシステム開発業に加え、ブロックチェーンを活用したフ
ィンテック分野のビジネスと高度IT技術者の確保に繋がる事業をコア事業とし、経営資源の集中を図る事
業再編に取り組んでおります。また、これと同時に経営管理機能と事業執行機能を分離し、それぞれの機
能に特化した体制を構築することで権限と責任を明確にし、経営のスピードを更に引き上げ、グループ経
営体制を強化すべく持株会社体制への移行を進めております。

2018年12月、当社は、仮想通貨交換所「Zaif」や「フィスコ仮想通貨取引所」を運営する株式会社フ
ィスコ仮想通貨取引所の株式を有する株式会社フィスコデジタルアセットグループ（以下、「FDAG」と
いいます。）と資本・業務提携を行うとともに、同社を持分法適用関連会社といたしました。今後も、仮
想通貨取引に関するシステムの両社共同マーケティング、ソフトウェア等の共同開発や共同研究及び人材
の相互交流等を行うことで、当社グループとFDAGグループの強固な協力体制を構築してまいります。
2019年４月、当社は、アイスタディ株式会社（以下、「アイスタディ」といいます。）を連結子会社化
いたしました。アイスタディは、eラーニングや社員のスキル・資格取得状況の管理を行うシステムの開
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発及び販売やビデオ配信などを行うLMS（Learning Management System）事業、日本オラクル株式会
社、日本アイ・ビー・エム株式会社など、ベンダー認定の研修事業や教育コンテンツの販売、カスタムコ
ンテンツの制作・配信を行う研修サービス事業、従来の人材育成関連の事業にとどまらず、育成人材の評
価及びクライアント企業への有料職業紹介等、クライアント企業における人材に関わる部分をトータルで
提供する育成型人材紹介事業を展開しています。とりわけ育成型人材紹介事業は、人材不足が問題となっ
ているAIやデータサイエンスなどの第４次産業革命時代に必須となる分野の人材を育成し、クライアント
企業の人事担当者が受講者（求職者）の受講状況や成績も参照し、選考できるようにすることで、マッチ
ングの精度をより高めた、新しい形の人材紹介ビジネスであります。今後、技術者の採用、技術者育成の
加速及び双方の販売チャネルの拡大といったシナジーを発揮してまいります。
2019年９月、当社は連結子会社である株式会社ネクス・ソリューションズ（以下、「ネクス・ソリュー
ションズ」といいます。）の全株式を譲渡し連結子会社から除外いたしました。
2019年10月、当社連結子会社のアイスタディが株式会社エイム・ソフト（以下、「エイム・ソフト」
といいます。）及び株式会社ネクストエッジ（以下、「ネクストエッジ」といいます。）の全株式を取得し
連結子会社化いたしました（みなし取得日 2019年10月31日）。なお、当連結会計年度においては、エイ
ム・ソフト及びネクストエッジは貸借対照表のみを連結し、損益計算書は2020年10月期より連結いたし
ます。

当連結会計年度における売上高は7,600百万円（前連結会計年度比0.5％減）となりました。これは、
前連結会計年度に連結子会社化したeワラント証券株式会社（以下、「eワラント証券」といいます。）及び
eワラント証券のグループ会社（以下、「eワラントグループ」といいます。）の売上高が12ヵ月分計上さ
れたことや、第２四半期連結会計期間に連結子会社化したアイスタディの売上高の７ヵ月（４月～10月）
分の計上、さらに前連結会計年度において計上のあった当社の連結子会社である株式会社ＣＣＣＴ（以
下、「ＣＣＣＴ」といいます。）の仮想通貨運用損失額の売上高計上が当連結会計年度においてはごく少額
であったこと等の増加要因があった一方、連結子会社であるネクス・ソリューションズの全株式を譲渡
し、当社の連結子会社から除外したことによりネクス・ソリューションズの当連結会計年度の連結売上高
寄与が９ヵ月分となったことや、株式会社東京テックにおいて、技術者の人員不足により売上高が減少し
たこと、さらに「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」（実務対応報告第38
号平成30年３月14日）を当連結会計年度より適用したことにより、当連結会計年度において、ＣＣＣＴ
で保有している活発な市場が存在しない仮想通貨の評価損として141百万円を売上高から減額したこと等
によるものです。
営業損益は、2018年末の株式市場の急落による投資家心理の悪化が影響し、金融商品取引事業におけ
るカバードワラント商品のｅワラント取引が停滞したことに加え、第一種金融商品取引事業の業務拡大を
にらんだ内部管理態勢の強化費用及び市場に関する各種指標及びデータ等の情報調査に掛かる費用増や、
アイスタディの費用の取込み及びアイスタディののれん償却費56百万円の計上、さらに仮想通貨関連事業
におけるシステム開発の先行投資費用等の販売費及び一般管理費の増加により、営業損失615百万円（前
連結会計年度は営業損失395百万円）となりました。
経常損益は、上記営業損失の計上に加え、前連結会計年度に計上した仮想通貨売却益の計上がなかった

ことや、短期から長期への借入金の借換え手数料の計上、持分法適用関連会社であるFDAGの株式につい
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て、当社が当初想定していた計画を下回って推移していることからのれん相当額の一時償却として300百
万円を持分法による投資損失に含めて営業外費用として計上したこと等により、経常損失1,111百万円
（前連結会計年度は経常利益612百万円）となりました。
また、当社の連結子会社であるＣＣＣＴにおいて、仮想通貨交換所システムの開発費の一部をソフトウ

ェアとして資産計上しておりましたが、当該ソフトウェア仮勘定のうち、487百万円を減損処理し、特別
損失として計上することといたしました。仮想通貨交換所システムは、既に販売実績があり、当社グルー
プでは今後も引き続き、仮想通貨交換所システムの外販向け販売に注力し、当該ソフトウェアの投資回収
を図るとともに、システム開発による知見を蓄積してまいります。この知見は仮想通貨の分野のみなら
ず、一般のシステム開発にも応用してまいります。この結果、親会社株主に帰属する当期純損失は1,753
百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益550百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は以下のとおりであります。

１）情報サービス事業
当社においては、銀行、証券、保険といった金融機関向けのシステム開発分野は、大型の新規引合い

は少ない状況が続いているものの、保険業向けの既存案件が堅調に推移したことやクレジットカードの
案件の拡大により底堅く推移いたしました。また、前連結会計年度に受注した官公庁向けの案件が堅調
に推移していることに加え、前連結会計年度からの継続案件である大手ECサイト運営企業におけるス
マートペイの開発等も堅調であります。一方、フィンテック分野への注力というグループ方針のもと、
仮想通貨交換所関連の案件に優先的に当社の技術者を多く配分しております。仮想通貨交換所関連の案
件は将来の収益獲得のための先行投資として位置付けており、現時点では開発コストが先行しておりま
す。これにより、当連結会計年度は、売上、利益ともに前連結会計年度を上回りました。
株式会社東京テックにおいては、受注は安定しているものの、技術者の人員不足により売上高、利益
ともに前連結会計年度を下回りました。
なお、当社は2019年９月にネクス・ソリューションズの全株式を譲渡いたしました。これに伴い、
ネクス・ソリューションズは第４四半期連結会計期間より当社連結子会社から除外されており、当連結
会計年度の連結売上高への寄与は９ヵ月分となっております。
これらの結果、情報サービス事業の売上高は、7,267百万円（前連結会計年度比5.8％減）、営業利益
は81百万円（前連結会計年度比65.9％減）となりました。

２）仮想通貨関連事業
当社及びＣＣＣＴは、仮想通貨に関するシステムの研究、開発、販売、コンサルティング、仮想通貨

の投融資及び運用事業を行っております。
仮想通貨の投融資運用は、仮想通貨に関するシステム構築のノウハウ獲得のために行っているもので
あります。当連結会計年度は前連結会計年度と比べ、少額での運用に留めました。また、従前から保有
しておりました活発な市場が存在しない仮想通貨の評価損として141百万円を売上高から減額しており
ます。
仮想通貨関連のシステム開発については、仮想通貨交換所「Zaif」や「フィスコ仮想通貨取引所」の
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保守、改修に加え、第２四半期に受注した外部向けの仮想通貨交換所システムのインフラ構築等、着実
に実績を積み上げております。仮想通貨関連のシステム開発は、現時点では開発コストが先行している
状況ですが、これは将来の収益獲得のための先行投資として位置付けております。
これらの結果、仮想通貨関連事業の売上高は、12百万円（前連結会計年度は、△80百万円）、営業損
失は310百万円（前連結会計年度は、営業損失 671百万円）となりました。

３）金融商品取引事業
当社は2018年２月（みなし取得日2018年３月31日）に金融商品取引事業を営む、eワラントグル
ープを連結子会社化いたしました。当連結会計年度においては、eワラントグループの2018年11月～
2019年10月の12ヵ月分（前連結会計年度は７ヵ月分）の業績が反映されております。
eワラント証券は、カバードワラントの商品設計、システム開発、安定運用等について、高度な専門
知識と経験を持つスタッフを擁しております。「eワラント」は、日本における代表的な小口の投資家向
け店頭カバードワラント※１であり、eワラント証券の登録商標であります。「eワラント」はこれまでオ
ンライン証券を通じて取引されておりましたが、2019年９月より、eワラント証券自身による直接販
売「eワラント・ダイレクト」を開始いたしました。またｅワラント証券は2019年10月30日付で
EVOLUTION JAPAN証券株式会社から「eワラント」の販売の取扱い事業を譲受けることを決議いた
しました（効力発生日2019年12月２日）。
これにより、eワラント証券自身による直接販売事業を早期に軌道に乗せてまいります。
当連結会計年度は、東京での会場セミナーや、SBI証券のウェブサイト及びeワラント証券公式
YouTubeチャンネルにおけるオンラインセミナーを毎月実施し、商品理解の促進に努めました。商品
面では、特定のテーマに関連する企業群にまとめて投資ができる「バスケットeワラント」の新商品と
して「５Ｇ関連株バスケットeワラント」、「自動運転関連バスケット３eワラント」を追加したほか、
５Ｇや自動運転など市場の注目を集めるテーマに関連する企業群に、５倍のレバレッジ投資をすること
ができる新商品「テーマ株バスケットレバレッジトラッカー」の取扱いを開始いたしました。一方、米
中貿易摩擦の長期化などへの警戒感から国内個人投資家の売買は低調に推移し、eワラントの取引は停
滞しましたが、2019年１月末からはヘッジ運用の方針変更により運用成績は着実に改善しております。
ｅワラント証券は、業務の透明性や効率性の確保、法令・諸規則順守、またリスク管理といった金融
商品取引事業における内部管理体勢の強化を進めた結果、現在は、今後のビジネス展開を見据えたステ
ージに移行しております。今後は新規口座の獲得に努めるとともに、よりきめ細やかなサービス及び投
資家ニーズにあった商品開発を進め取引量の増加を目指してまいります。
これらの結果、金融商品取引事業の売上高は457百万円、営業損失は266百万円となりました。
なお、当連結会計年度は経営成績が含まれる期間が前連結会計年度と異なるため、前連結会計年度比
は記載しておりません。

※１ カバードワラントとは、金融商品取引法上の有価証券であり、オプション取引に係る権利を表示する証券のことで
す。「オプション取引」と同様に、投資家はオプションの買い手として、株式等のコール型ワラント（買う権利）やプット
型ワラント（売る権利）を購入することができます。
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４）HRテクノロジー事業
当社は2019年４月に人材育成・採用支援を事業の柱として、集合研修、eラーニングシステム開発

販売、ラーニングコンテンツ、イベントサービス（映像配信）、ビジネスビデオソリューション、育成
型人材紹介サービスを提供するアイスタディを連結子会社化いたしました。これに伴い第３四半期連結
会計期間より報告セグメントとしてHRテクノロジー事業を新設しております。また、アイスタディは、
2019年10月にシステム開発事業を営むエイム・ソフト及びその子会社のネクストエッジを子会社化い
たしました（みなし取得日 2019年10月31日）。エイム・ソフト及びネクストエッジの２社もHRテク
ノロジー事業を報告セグメントといたしますが、当連結会計年度においては、エイム・ソフト及びネク
ストエッジは貸借対照表のみを連結し、損益計算書は2020年10月期より連結いたします。
アイスタディの事業は、ソフトウェア事業と研修サービス事業で構成されており、ソフトウェア事業
においては、新規顧客獲得など受注活動に注力した結果、銀行案件の受注が順調に増加する等好調に推
移いたしました。また、既存顧客からのカスタマイズにおいても受注環境は堅調に推移いたしました。
更に、中堅企業向けに開発した、新LMS「SLAP」は、予定通り2019年11月末にリリースし、複数社
の内諾を獲得しております。研修サービス事業においては、AI及びブロックチェーンカテゴリを主力と
して、コース体系化を推進し、まずは「数学講座」や「機械学習・ディープラーニング基礎講座」、「ブ
ロックチェーン・エンジニア養成コース」といった入門コース並びに、「IoT エンジニア養成コース」
といったデジタルトランスフォーメーション（DX）人材の育成を支援するeラーニングの販売を開始し
ております。「iStudy Academy」においては、AI関連の人材ニーズを反映し、個人受講が増加傾向に
あることに加え、エイム・ソフトを子会社化したことで、より積極的な事業展開の礎を整えました。
これらの結果、HRテクノロジー事業の売上高は517百万円、営業損失は46百万円となりました。当
連結会計年度のHRテクノロジー事業は、アイスタディの４月～10月の７ヵ月分の業績が反映されてお
ります。また当連結会計年度において、アイスタディののれん償却額56百万円を計上しております。
なお、HRテクノロジー事業の損益は、第３四半期連結会計期間からの連結であるため、前連結会計
年度比は記載しておりません。

このような状況を受けまして、当連結会計年度におきましては、当期の業績を鑑みて誠に遺憾ながら
前連結会計年度に引き続き配当を見送らせていただくことといたします。
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（2）設備投資等の状況
　当連結会計年度における重要な設備投資はありません。

　
（3）資金調達の状況

当連結会計年度において、長期安定資金確保のため、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を金融
機関５社とのシンジケート方式によるタームローン契約に借換を実行し、また第1回無担保社債２億円、第
２回無担保社債５億円を発行しました。
　

（4）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
　

（6）吸収合併又は吸収分割による法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
　

（7）対処すべき課題
・人材の採用・育成の取り組み
情報サービス産業におきましては、慢性的な技術者の不足に加え、複雑・高度化する技術への対応とい

う難題を抱えております。当社グループにおきましても優秀な人材の採用ならびに人材育成は重要な経営
課題と認識しております。高スキルを保有するシステムエンジニアや、システムの企画、設計、開発、構
築、導入から保守、運用までを一貫してマネージメントできる人材の積極的な採用及び育成を実施してま
いります。

・受注拡大への取り組み
当社はこれまで、金融機関向けシステム開発を主力としておりましたが、継続的かつ安定的な受注の拡

大を図るためには、顧客及び業種における第２の柱を築くことが重要であると考えております。そのた
め、現在、経営資源をフィンテック分野に集中させる事業再編に取り組んでおります。既存の取引領域を
最大限に拡大するとともに、当社のこれまでのシステム開発のノウハウを活かし、フィンテック分野への
展開及び取引拡大に努めてまいります。これにより、エンドユーザーとの取引比率の向上を目指します。

・品質及び生産性向上の取り組み
サービスの品質と価格の両面に対する顧客からの要請や、同業他社との価格競争の激化により、収益性
の低下が懸念されます。当社では、品質及び生産性向上については重要な経営上の課題と受け止め、品質
及び生産性の革新に向けた取り組みを強化してまいります。具体的には、各部門におけるプロジェクトの
チェック、課題の把握と改善を実施し、不採算案件の発生防止と継続的な品質の向上を図ってまいりま
す。
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（8）財産及び損益の状況の推移
（単位：千円）

期別
項目

第 28 期
（2016年10月期）

第 29 期
（2017年10月期）

第 30 期
（2018年10月期）

第 31 期
（2019年10月期）

売 上 高 5,337,111 5,300,801 7,640,243 7,600,508

経常利益又は経常損失(△) 131,745 728,455 612,798 △1,111,856
親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失(△） 392,067 742,904 550,933 △1,753,317

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△） 1円61銭 2円69銭 1円54銭 △4円86銭

総 資 産 1,980,825 5,518,241 11,022,789 10,494,997

純 資 産 481,915 4,294,494 7,266,269 6,044,184

１ 株 当 た り 純 資 産 1円76銭 12円41銭 20円15銭 15円06銭

（注） １. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づき、それぞれ
算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数をのぞいて算出してい
ます。

　 ２. 第31期より、会計方針を一部変更しております。詳細は「連結注記表 ４. 会計方針の変更に関する注記」をご覧くださ
い。第29期及び第30期の数値につきましては、遡及適用した数値で表示しております。

　
（9）主要な事業内容（2019年10月31日現在）

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社11社、持分法適用関連会社２社、持分法
非適用関連会社２社から構成されており、「情報サービス事業」、「仮想通貨関連事業」、「金融商品取引事
業」、「HRテクノロジー事業」を展開しております。各事業の内容は以下のとおりであります。

事 業 の 種 類 内 容

情 報 サ ー ビ ス
・システム開発
・システムに関するコンサルティング
・システムのメンテナンス・サポート

仮 想 通 貨 関 連 ・仮想通貨に関するシステムの研究、開発、販売及びコンサルティング
・仮想通貨の投融資、運用

金 融 商 品 取 引
・金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業、投資運用業
・カバードワラントのマーケットメイク業務
・カバードワラントの発行業務

HR テ ク ノ ロ ジ ー ・学習管理システムの販売（ソフトウェア事業）
・研修の実施、販売並びにeラーニング学習教材の販売及び有料職業紹介事業（研修サービス事業）
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（10）主要な拠点等（2019年10月31日現在）
当 社：本社（東京都目黒区）
子会社：各本社（東京都７社、英国領ヴァージン諸島１社、英国領ケイマン諸島２社、中国香港行政区

１社 ）
株式会社ネクストエッジ／島根県島根事業所開発センター

　
（11）従業員の状況（2019年10月31日現在）

事業の種類 従業員数 前連結会計年度末比増減

情 報 サ ー ビ ス 411名 △268名
仮 想 通 貨 関 連 14名 7名
金 融 商 品 取 引 20名 △4名

HR テ ク ノ ロ ジ ー 76名 76名

合 計 521名 △189名
　

（注）１．従業員数は、就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社から当社の出向者を含む。）であり、役員は含まれてお
りません。

　 ２．HRテクノロジーの従業員の増加理由は、当連結会計年度にアイスタディ及びその子会社を連結子会社化したことで、新
たな事業区分を追加したことによるものであります。

　 ３．情報サービス事業の従業員が前連結会計年度末に比較して減少した主な理由は、ネクス・ソリューションズを連結子会社
から除外したことによるものです。

（12）重要な親会社及び子会社の状況（2019年10月31日現在）
① 親会社の状況
該当事項はありません。
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② 重要な子会社の状況

会社名 持株比率 主要な事業内容

SJ Asia Pacific Limited 100％ 中間持株会社

株式会社東京テック 100％ ソフトウェア受託開発サービス等

株式会社ＣＣＣＴ 100％ 仮想通貨に関するシステムの研究、開発、販売、コ
ンサルティング、仮想通貨の投融資及び運用

eワラント証券株式会社 100％ 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業、投
資運用業

EWARRANT INTERNATIONAL LTD. 100％ カバードワラントのマーケットメイク業務

EWARRANT FUND LTD. 100％ カバードワラントの発行業務
EWM （HONG KONG)
LIMITED 100％ eワラントグループの事務管理

アイスタディ株式会社 57％注
・学習管理システムの販売（ソフトウェア事業）
・研修の実施、販売並びにeラーニング学習教材の
販売及び職業紹介事業（研修サービス事業）

株式会社エイム・ソフト 57％注 コンピュータシステムの企画、開発、販売並びに運
用管理及び保守に関する業務

株式会社ネクストエッジ 57％注 ・コンピュータシステム開発
・ITフリーランスに特化したエージェント事業

株式会社カイカ分割準備会社 100％ システム開発事業等
当社の連結子会社は上記重要な子会社の11社であります。なお、ネクス・ソリューションズは全株式を譲

渡いたしました。なお、フィスコキャピタル１号投資事業有限責任組合は、2019年４月に持分法適用関連
会社から連結子会社になりましたが、2019年10月に清算決了となり、連結の範囲から除外しております。
（注）間接所有割合を含む比率であります。

③ 関連会社の状況

会社名 持株比率 主要な事業内容

株式会社ネクス 49％
各種無線方式を適用した通信機器の開発、販売、そ
れらにかかわるシステムソリューション提供及び保
守サービス

株式会社フィスコデジタルアセットグ
ループ 24％注

暗号資産関連ビジネスを営む会社の株式又は持分を
所有することによる当該会社の経営管理、グループ
戦略の立案およびこれに附帯する業務

当社の持分法適用関連会社は上記に記載した関連会社の２社であります。また、その他の持分法非適用関
連会社が２社あります。なお、株式会社シーズメンを持分法適用関連会社から除外しております。
（注）間接所有割合を含む比率であります。
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（13）主要な借入先（2019年10月31日現在）
借 入 先 借 入 額

千円
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン （注２） 2,368,600
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 （注３） 630,000
株 式 会 社 千 葉 銀 行 11,080
(注）１．企業集団の主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しています。

２．シンジケートローンは、株式会社千葉銀行を幹事とする３行の協調融資による900,000千円と、株式会社三井住友銀行を
幹事とする２行の協調融資による1,468,600千円の合計であります。

３．借入金残高には、下記社債が含まれております。
株式会社三井住友銀行 無担保社債 630,000千円

（14）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2019年10月31日現在）
（1）発行可能株式総数 830,556,000株

（2）発行済株式の総数 360,858,455株（自己株式192,954株を含む）

（3）株主数 35,453名

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 53,474,200 14.83
株 式 会 社 ネ ク ス グ ル ー プ 14,286,055 3.96
楽 天 証 券 株 式 会 社 7,924,800 2.20

株 式 会 社 Ｓ Ｒ Ａ 5,033,200 1.40

株 式 会 社 Ｓ Ｒ Ａ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 5,016,800 1.39

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 4,697,600 1.30

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCT E PSMPJ 2,357,704 0.65

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 2,173,900 0.60

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口） 2,148,600 0.60

Ｇ Ｍ Ｏ ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 1,975,200 0.55
　

（注）1. 持株比率は、自己株式（192,954株）を控除して算出しております。
2. 持株比率は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。

　
（5）その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
　
3. 会社の新株予約権等に関する事項（2019年10月31日現在）
　

（1）当社役員が保有している新株予約権等の状況
　 2019年９月25日開催の取締役会決議による新株予約権
①新株予約権の払込金額　 払込を要しない
②新株予約権の行使価額　 １個につき2,800円
③新株予約権の行使期間　 2021年9月26日から2024年9月25日まで
④新株予約権の行使条件
　新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあることを要す
る。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
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⑤当社役員の保有状況
新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取締役
（社外取締役を除く） 3,000個 普通株式300,000株 １人

（2）当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権等の状況
　 2019年９月25日開催の取締役会決議による新株予約権
①新株予約権の払込金額　 払込を要しない
②新株予約権の行使価額　 １個につき2,800円
③新株予約権の行使期間　 2021年9月26日から2024年9月25日まで
④新株予約権の行使条件
　新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあることを要す
る。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。

⑤当社従業員等への交付状況
新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 交付者数

当社従業員 4,000個 普通株式400,000株 ６人

（3）その他新株予約権に関する重要な事項
　 該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項（2019年10月31日現在）
　

（1）取締役及び監査役の状況
役 名 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 伸

事業推進本部、営業部、第一ソリューション事業部、第二ソリューション事業
部、クリプトカレンシー＆テクノロジー事業部、インフラソリューション事業
部、BP推進室、フィンテック戦略室、内部監査室、広報 担当、事業推進本部
長、株式会社東京テック代表取締役社長、株式会社ＣＣＣＴ代表取締役社長、ア
イスタディ株式会社取締役、株式会社エイム・ソフト取締役、株式会社フィスコ
仮想通貨取引所取締役

代 表 取 締 役 副 社 長 山 口 健 治

財務経理本部、総務人事本部 担当、財務経理本部長、総務人事本部長、株式会
社 Ｃ Ｃ Ｃ Ｔ 取 締 役、 ｅ ワ ラ ン ト 証 券 株 式 会 社 取 締 役、EWARRANT
INTERNATIONAL LTD. Director、EWARRANT FUND LTD. Director、 ア
イスタディ株式会社取締役（監査等委員）、株式会社フィスコ仮想通貨取引所取
締役

取 締 役 会 長 八 木 隆 二
株式会社東京テック取締役、株式会社ＣＣＣＴ取締役、ｅワラント証券株式会社
取 締 役、EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director、EWARRANT
FUND LTD. Director、株式会社フィスコデジタルアセットグループ代表取締
役、株式会社フィスコ仮想通貨取引所代表取締役

取 締 役 佐 藤 元 紀 株式会社フィスコ取締役、株式会社ケア・ダイナミクス取締役、株式会社シヤン
テイ取締役、アイスタディ株式会社取締役

取 締 役 川 﨑 光 雄 株式会社カテナシア代表取締役、一般財団法人アジア医療支援機構監事、医療法
人マザーキー理事、社会福祉法人善幸会理事

取 締 役 幾 石 純

取 締 役 島 村 和 也
島村法律会計事務所代表、株式会社スリー・ディー・マトリックス社外取締役、
コスモ・バイオ株式会社社外取締役、株式会社アズーム社外監査役、株式会社明
豊エンタープライズ取締役（監査等委員）

常 勤 監 査 役 古 賀 勝
株式会社東京テック監査役、株式会社ネクス・ソリューションズ監査役、株式会
社ＣＣＣＴ監査役、ｅワラント証券株式会社監査役、株式会社シーズメン社外監
査役、株式会社フィスコデジタルアセットグループ監査役、株式会社フィスコ仮
想通貨取引所監査役

監 査 役 杉 本 眞 一 ボナファイデコンサルティング株式会社代表取締役

監 査 役 細 木 正 彦 ウィルコンサルティング株式会社代表取締役、あすか信用組合監事、株式会社タ
カヤ監査役

監 査 役 勝 部 日出男 日本メナード化粧品株式会社取締役、株式会社ナレッジカンパニー代表取締役
（注）1. 取締役のうち川﨑光雄氏、幾石純氏、島村和也氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、川﨑光

雄氏、幾石純氏、島村和也氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード）が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる
おそれのない独立役員であります。

2. 監査役のうち、杉本眞一氏、細木正彦氏、勝部日出男氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、
杉本眞一氏、細木正彦氏、勝部日出男氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード）が指定を義務付ける一般株主と利益相
反が生じるおそれのない独立役員であります。

3. 細木正彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
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（2）事業年度中に退任した取締役及び監査役
該当事項はありません。
　

（3）責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間に、会社法第423条第１項の
賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、当社は、
取締役川﨑光雄氏、幾石純氏、島村和也氏及び監査役全員と責任限定契約を締結しております。当該契約に
おける賠償責任の限度額は、３百万円と会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額
であります。

（4）取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役

（うち社外取締役）
６名
（３名）

４４百万円
（９百万円）

監 査 役
（うち社外監査役）

４名
（３名）

１３百万円
（７百万円）

合 計 １０名 ５７百万円

（注）1.期末現在の人員数は取締役７名（うち社外取締役３名）、監査役４名(うち社外監査役３名）であります。上記の取締役の支給
人員には、無報酬の取締役１名は含まれておりません。

　 2.上記報酬等の額には、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額（取締役０百万円）を
含んでおります。
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（5）社外役員に関する事項
　 ① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先は「（1）取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであり、
各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

　
　 ② 当社又は特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
　
　 ③ 当事業年度における主な活動状況
　 イ．取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 出席状況及び発言状況

取 締 役 川 﨑 光 雄
当事業年度に開催された取締役会には23回中20回に出席し、企業経営の経験と
専門的な見地から、適宜意見を頂いております。

取 締 役 幾 石 純
当事業年度に開催された取締役会には23回中17回に出席し、企業経営の経験と
専門的な見地から、適宜意見を頂いております。

取 締 役 島 村 和 也
当事業年度に開催された取締役会には23回中22回に出席し、弁護士及び公認会
計士として培ってきた豊富な経験と専門的な見地から、適宜意見を頂いておりま
す。

監 査 役 杉 本 眞 一
当事業年度に開催された取締役会には23回中20回に出席、また、監査役会には
19回中18回に出席し、企業経営の経験と専門的な見地から、適宜意見を頂いて
おります。

監 査 役 細 木 正 彦
当事業年度に開催された取締役会には23回中22回に出席、また、監査役会には
19回中17回に出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的な
見地から、適宜意見を頂いております。

監 査 役 勝 部 日出男
当事業年度に開催された取締役会には23回中22回に出席、また、監査役会には
19回中18回に出席し、企業経営の経験と専門的な見地から、適宜意見を頂いて
おります。

（注） 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったものと
みなす書面決議が6回ありました。

　
　 ロ．社外役員の意見により変更された事業の方針又はその他の事項
　 該当事項はありません。
　 ハ．当社の不正又は不当な業務執行に関する対応の概要

該当事項はありません。

　 ④ 当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬の額
　 該当事項はありません。
　
　 ⑤ ①～④の内容に対する社外役員の意見
　 該当事項はありません。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称
　ＵＨＹ東京監査法人

　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支払額（百万円）

公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬等の額 25

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）に対する報酬 2

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 46

（注）1. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及
び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務
執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行な
っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分しておりませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

3. 当社の重要な子会社のうち、アイスタディは、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

（3）非監査業務の内容
　当社の子会社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項に規定する業務以外の合意された手続業
務等を委託し、対価を支払っております。

　
（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査
人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出い
たします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、
解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　
（5）会計監査人が現に受けている業務停止処分

　該当事項はありません。
　
（6）責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人であるＵＨＹ東京監査法人は会社法第427条第１項の契約を締結しており、当該契約の
内容の概要は次のとおりです。
　会社法第423条第１項の責任について、監査受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき
は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、監査受嘱者に対する損害賠償責任の限度と
する。
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6. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するた

めの体制及び運用状況は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、定時はもとより必要に応じ随時開催して取締役の意思疎通を図り業務執行を監督しておりま
す。取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として、「ＣＡＩＣＡ行
動規範」を制定し指針としております。又、コンプライアンス委員会において、取締役及び使用人に対する
コンプライアンス意識の普及、啓発活動を実施しております。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役
に報告されております。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、ヘルプ
ラインを設置しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　法令及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る決裁資料、稟議書及び議事録等を文書又は電磁的
媒体（以下、「文書等」という。）に記録し保管及び保存するものとしており、セキュリティが確保された場
所で適切に保管・保存しております。また、当社の情報セキュリティマネージメントシステムに基づく情報
セキュリティ監査を行い、これらの情報(決裁資料、稟議書及び議事録等)を安全かつ適切に管理しているこ
とを確認しています。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は「コーポレートリスク評価規程」に基づき、財務部門がリスクチェック表を用いたリスクの評価を
実施しており、内部監査室による全社レベル内部統制評価において確認しております。
情報セキュリティにおけるコーポレートリスクについては、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリ
ティ管理規程等を整備し情報セキュリティ管理体制を構築しており、情報セキュリティ監査要領に基づき年
１回の監査を実施しております。また、災害時には災害対策委員会を設置する旨を「コーポレートリスク管
理規程」に定めておりますが、コーポレートリスクとなる災害事象は発生しておりません。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営会議規程に従い経営会議を設置し、代表取締役社長が経営に関する重要事項を決裁する場合

及び取締役会へ上程すべき重要事項を決裁する場合の審議・検討・事前承認機関としております。また、取
締役会の付議議案を事前送付することで、取締役の事前検討時間を確保しております。
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⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は子会社に対する管理を明確にし、子会社の指導、育成を促進して企業グループとしての経営効率の
向上に資することを目的とした「関係会社管理規程」を設けております。また、当社は子会社の経営内容を
的確に把握するため、報告事項を定め、管理統括者が入手し検討を行っております。

⑥ 当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、重要な子会社に対して当社代表取締役を取締役あるいはDirectorとして派遣しております。
また、関連当事者取引管理規程及び関連当事者取引ガイドラインを整備しており、関連当事者との取引
は、事前承認を取締役会に諮っております。また、内部監査室においては重点監査項目として関連当事者取
引の適切性確保の確認を行いました。

⑦ 反社会的勢力の排除に向けた体制
当社は、「行動規範」、「役員規程」及び「就業規則」において、反社会的勢力及び団体との関係拒絶を明
記しております。反社会的勢力からの不当要求の窓口を総務部門と定め、情報収集、予防措置及び有事発生
時の対応として「反社会的勢力対策規程」及びマニュアルを整備しております。
役員の選任、新規取引開始にあたっては、経歴書、インターネットもしくは民間調査会社からの情報の確
認のみならず必要に応じて外部専門機関への照会を行い、反社会的勢力との関係歴を調査しております。

⑧ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使
用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事
項
当社は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」において、監査役が補助使用人として総務部門所属の

者を指名し監査業務に必要な事項を命令することができること、監査役より監査業務に必要な命令を受けた
補助使用人はその命令に関して取締役及び所属部門責任者等の指揮命令を受けないことを明記しておりま
す。監査役は代表取締役または取締役会に対して、補助使用人の独立性の確保に必要な要請を行うものとし
ており、総務部門所属の使用人を補助使用人としています。

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役会、経営会議及びコンプライアンス委員会等に監査役が出席し、取締役の職務遂行状況を確認して
おります。
また、内部監査室は監査役との月次定例会議により、内部監査実施状況、内部監査室と会計監査人の２者
間での内部統制評価に係る打合せ内容及び監査役と会計監査人の２者間打合せの内容等の情報共有を図って
おります。また、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として社内窓口及び社
外弁護士を受付窓口とするヘルプラインを設置・運営しており、ヘルプライン受付者は監査役等へ報告する
体制をとっております。
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⑩ 上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、内部通報者保護及び個人情報保護に関連する当社規程により当該報告をした者が不
利な取扱いを受けない処置を定めておりますが、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会に監査役が
出席し、そのような事象が発生していないことを確認しております。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又
は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、予め予算を計上しておくことが望ましいが、緊急
又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができます。なお、当該費用の支出
にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意しなければならないと監査役監査基準にて定めてお
ります。この方針に則り、監査役の子会社往査に必要な費用等についても、監査役の請求に従い速やかに処
理しております。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査室及び会計監査人は、監査役会と相互に連携をはかり、監査役の職務の執行が円滑かつ効率的に

遂行されるよう、監査役、会計監査人、内部監査室の間での会議を四半期毎に行っており、監査の実効性を
高めております。

⑬ 業務の適正を確保するための運用状況
当連結会計年度は、取締役会による定時取締役会が13回、臨時取締役会（書面決議を含む。）が16回（う
ち決算取締役会４回）でありました。また、コンプライアンス委員会においては、定例委員会を１回開催し
ました。コンプライアンス委員会では、取締役及び使用人に対するコンプライアンス意識の普及及び啓発活
動として、テーマを変えてポスターを定期掲示するとともに、全社向けメールマガジンを12回配信しており
ます。また、役員及び社員を対象としたコンプライアンス研修を実施しました。また、法令上疑義のある行
為等について使用人が直接情報提供を行う手段として社内窓口及び社外弁護士を受付窓口とするヘルプライ
ンを設置・運営しております。使用人からの通報実績の有無について内部監査室で確認しております。

第31期連結会計年度末の時点で当社及び子会社は、「内部統制システムの整備・運用状況」を評価し、基
本方針に基づき内部統制システムが適切に整備され、運用されていることを確認しております。

7. 会社の支配に関する基本方針
当社では、財務及び事業の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につきましては、特に定めており
ません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要施策の一つとして位置付けております。事業基盤の安定
と更なる拡充に備えるために必要な内部留保の充実も念頭に置きつつ、事業戦略、財政状態、利益水準等を
総合的に勘案し、利益還元を継続的に実施することを基本方針としております。
しかしながら、当期につきましても、資本の充実と財務体質の強化を図るため、内部留保の充実を優先し

たいと考えており、誠に遺憾ながら前期に引続き、当期の期末配当を無配とすることといたしました。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、又比率については、表示単位未満を四捨五入して表示しており

ます。
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　連結貸借対照表（2019年10月31日現在）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額

千円
流 動 資 産 4,265,389
現 金 及 び 預 金 2,564,276
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 851,890
商 品 及 び 製 品 3,522
仕 掛 品 13,375
短 期 貸 付 金 10,817
未 収 入 金 88,891
仮 想 通 貨 137,750
預 け 金 312,668
そ の 他 282,198
固 定 資 産 6,229,607
有 形 固 定 資 産 121,130
建 物 及 び 構 築 物 57,699
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 6,853
工 具、 器 具 及 び 備 品 56,076
土 地 500
無 形 固 定 資 産 1,701,493
ソ フ ト ウ ェ ア 60,527
の れ ん 1,419,267
そ の 他 221,698
投 資 そ の 他 の 資 産 4,406,984
投 資 有 価 証 券 4,178,338
長 期 貸 付 金 214,509
出 資 金 13,074
そ の 他 238,037
貸 倒 引 当 金 △236,976

資 産 合 計 10,494,997

科 目 金 額
千円

流 動 負 債 1,867,052
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 265,385
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 140,000
１年内返済予定の長期借入金 502,678
未 払 金 215,233
未 払 法 人 税 等 32,347
賞 与 引 当 金 166,126
そ の 他 545,282
固 定 負 債 2,583,752
社 債 490,000
長 期 借 入 金 2,076,933
繰 延 税 金 負 債 2,944
そ の 他 13,874
特 別 法 上 の 準 備 金 8
金融商品取引責任準備金 8
負 債 合 計 4,450,813

純 資 産 の 部
株 主 資 本 5,326,515
資 本 金 1,000,000
資 本 剰 余 金 7,663,090
利 益 剰 余 金 △3,247,629
自 己 株 式 △88,945
その他の包括利益累計額 105,663
その他有価証券評価差額金 6,366
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △987
為 替 換 算 調 整 勘 定 100,284
新 株 予 約 権 2,852
非 支 配 株 主 持 分 609,152
純 資 産 合 計 6,044,184
負 債 及 び 純 資 産 合 計 10,494,997

（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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連結損益計算書（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）
　

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 7,600,508
売 上 原 価 6,248,554
売 上 総 利 益 1,351,953
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,967,859
営 業 損 失 615,905
営 業 外 収 益 43,539

受 取 利 息 及 び 割 引 料 8,777
受 取 配 当 金 39
受 取 家 賃 12,892
そ の 他 21,830

営 業 外 費 用 539,490
支 払 利 息 25,342
支 払 手 数 料 99,924
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 391,104
そ の 他 23,119

経 常 損 失 1,111,856
特 別 利 益 16,512

固 定 資 産 売 却 益 2,037
関 係 会 社 株 式 売 却 益 10,813
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,102
持 分 変 動 益 1,559

特 別 損 失 637,950
投 資 有 価 証 券 評 価 損 144,676
減 損 損 失 487,862
固 定 資 産 除 却 損 22
段 階 取 得 に 係 る 差 損 5,388

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,733,294
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 16,291
法 人 税 等 調 整 額 3,339
当 期 純 損 失 1,752,924
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 392
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,753,317
（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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連結株主資本等変動計算書（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）
　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,000,000 7,663,090 △1,496,112 △88,945 7,078,032
当 期 変 動 額
親会社株主に帰属する当期純損失 △1,753,317 △1,753,317
持分法の適用範囲の変動額 1,800 1,800
株主資本以外の項目の当期
変 動 額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 △1,751,516 △1,751,516
当 期 末 残 高 1,000,000 7,663,090 △3,247,629 △88,945 5,326,515

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 88,262 △334 100,309 188,237 ― ― 7,266,269
当 期 変 動 額
親会社株主に帰属する当期純損失 △1,753,317
持分法の適用範囲の変動額 1,800
株主資本以外の項目の当期
変 動 額（純額） △81,896 △653 △24 △82,574 2,852 609,152 529,430

当 期 変 動 額 合 計 △81,896 △653 △24 △82,574 2,852 609,152 △1,222,085
当 期 末 残 高 6,366 △987 100,284 105,663 2,852 609,152 6,044,184
（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
※ 「連結注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

(https://www.caica.jp）に掲載しておりますので、本添付書類には掲載しておりません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2019年12月24日

株式会社カイカ
　取 締 役 会 御中

　Ｕ Ｈ Ｙ 東 京 監 査 法 人
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 谷 田 修 一 ㊞

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 河 内 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社カイカの2018年11月１日から2019年
10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社カイカ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸借対照表（2019年10月31日現在）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額

千円
流 動 資 産 1,555,306
現 金 及 び 預 金 778,888
売 掛 金 683,121
商 品 及 び 製 品 3,522
仕 掛 品 13,375
前 払 費 用 55,839
未 収 入 金 20,453
そ の 他 105
固 定 資 産 10,116,308
有 形 固 定 資 産 68,819
建 物 20,538
工 具、 器 具 及 び 備 品 47,780
土 地 500
無 形 固 定 資 産 37,357
ソ フ ト ウ ェ ア 37,148
そ の 他 208
投 資 そ の 他 の 資 産 10,010,131
投 資 有 価 証 券 564,345
関 係 会 社 株 式 8,618,144
出 資 金 7,572
長 期 貸 付 金 2,494,509
長 期 前 払 費 用 36,115
敷 金 保 証 金 76,827
そ の 他 120,742
貸 倒 引 当 金 △1,908,127
資 産 合 計 11,671,614

科 目 金 額
千円

流 動 負 債 1,250,872
買 掛 金 191,769
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 140,000
１年内返済予定の長期借入金 453,880
未 払 金 142,249
未 払 法 人 税 等 28,064
未 払 費 用 33,575
前 受 金 16,076
預 り 金 50,635
賞 与 引 当 金 159,649
未 払 消 費 税 等 34,972
固 定 負 債 4,821,634
社 債 490,000
長 期 借 入 金 4,317,160
繰 延 税 金 負 債 591
そ の 他 13,883
負 債 合 計 6,072,507

純 資 産 の 部
株 主 資 本 5,597,918
資 本 金 1,000,000
資 本 剰 余 金 5,301,043
資 本 準 備 金 1,278,415
そ の 他 資 本 剰 余 金 4,022,627
利 益 剰 余 金 △614,179
利 益 準 備 金 12,400
そ の 他 利 益 剰 余 金 △626,579
繰 越 利 益 剰 余 金 △626,579

自 己 株 式 △88,945
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,032
その他有価証券評価差額金 1,032
新 株 予 約 権 155
純 資 産 合 計 5,599,106
負 債 及 び 純 資 産 合 計 11,671,614

（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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損益計算書（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）
　

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 5,053,549
売 上 原 価 4,384,773
売 上 総 利 益 668,775
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 549,164
営 業 利 益 119,611
営 業 外 収 益 67,982

受 取 利 息 39,962
有 価 証 券 利 息 6,167
受 取 配 当 金 39
業 務 受 託 料 3,624
そ の 他 18,189

営 業 外 費 用 178,883
支 払 利 息 24,645
社 債 利 息 690
支 払 手 数 料 99,924
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 38,081
そ の 他 15,542

経 常 利 益 8,710
特 別 利 益 89,850

投 資 有 価 証 券 売 却 益 85,885
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,965

特 別 損 失 1,562,702
固 定 資 産 除 却 損 22
投 資 有 価 証 券 評 価 損 144,676
関 係 会 社 株 式 評 価 損 419,425
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 998,578

税 引 前 当 期 純 損 失 1,464,141
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 40,565
当 期 純 損 失 1,504,707
（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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株主資本等変動計算書（自 2018年11月１日 至 2019年10月31日）
　

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
その他利益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金

千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,000,000 1,278,415 4,022,627 12,400 878,128
当 期 変 動 額
当 期 純 損 失 △1,504,707
株主資本以外の項目の当期変動額(純額）
当 期 変 動 額 合 計 △1,504,707
当 期 末 残 高 1,000,000 1,278,415 4,022,627 12,400 △614,179

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

千円 千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 △88,945 7,102,626 99,232 99,232 ― 7,201,858
当 期 変 動 額
当 期 純 損 失 △1,504,707 △1,504,707
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △98,199 △98,199 155 △98,043
当 期 変 動 額 合 計 △1,504,707 △98,199 △98,199 155 △1,602,751
当 期 末 残 高 △88,945 5,597,918 1,032 1,032 155 5,599,106
（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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個別注記表
　

(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
　

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
　

1. 資産の評価基準及び評価方法
　 イ．有価証券の評価基準及び評価方法
　 ・子会社株式及び関連会社株式
　 移動平均法による原価法
　 ・その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…移動平均法による原価法
ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　 評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
　 ・商品
　 個別法による原価法
　 ・仕掛品
　 個別法による原価法

ハ．仮想通貨
・活発な市場があるもの

　 時価法（売却原価は移動平均法により算定しております）
・活発な市場がないもの

　 移動平均法による原価法
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2. 固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産
(リース資産を除く)

………定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
によっております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りです。
　建物 ３～39年
　工具、器具及び備品 ４～15年

無 形 固 定 資 産
(リース資産を除く)

………定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間
（３～５年）に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアについては、見
込販売数量に基づく方法と、残存有効期間（３年）に基づく均等配分額を比
較し、いずれか大きい額を計上しております。

リ ー ス 資 産………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

3. 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担に属する
部分を計上しております。

　
4. 収益及び費用の計上基準
　 受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準
　 イ．当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約

工事進行基準(契約の進捗率の見積りは原価比例法)
　 ロ．その他の契約

工事完成基準
　
5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
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6. 消費税等の会計処理
　 税抜方式によっております。

(会計方針の変更に関する注記)
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用

「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」（実務対応報告第38号平成30年３月14日）
を、当事業年度から適用しております。当社が保有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨は市場
価格に基づく価額をもって貸借対照表に計上するとともに、帳簿価額との差額は、売上高として計上しておりま
す。活発な市場が存在しない仮想通貨は取得原価をもって貸借対照表に計上し、期末における処分見込価額が取
得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表に計上するとともに、取得原価と当該処分見込
価額との差額は売上高として計上しております。

(表示方法の変更に関する注記)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を当事業年度の期首
から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。

(貸借対照表に関する注記)
1. 関係会社に対する金銭債権債務
長期金銭債権には、長期貸付金が含まれており、個別評価による回収不能見込相当額として貸倒引当金

1,671,151千円を計上しております。
　 短期金銭債権 69,723千円
　 短期金銭債務 47,572千円
　 長期金銭債権 2,378,568千円
　 長期金銭債務 2,396,103千円
　
2. 有形固定資産の減価償却累計額
　 90,370千円

3. 担保提供資産
　 担保資産の内容及びその金額
　 関係会社株式 1,020,000千円
　 担保に係る債務の金額
　 １年内返済予定の長期借入金 142,800千円

長期借入金 785,800千円
計 928,600千円
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4. 当社の借入金のうち、シンジケートローン契約（当連結会計年度末残高2,368,600千円）には、各事業年
度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。

(損益計算書に関する注記)
　 関係会社との取引高
　 営業取引による取引高
　 売上高 611,494千円
　 売上原価、販売費及び一般管理費 79,192千円
　 営業取引以外の取引高 39,360千円
　
(株主資本等変動計算書に関する注記)
当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 192,954株
当事業年度末日における当社が発行している新株予
約権の目的となる株式の数 普通株式 700,000株

(税効果会計に関する注記)
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
　 繰延税金資産
　 貸倒引当金 584,268千円

賞与引当金 48,885千円
　 投資有価証券評価損 68,197千円
　 未払事業所税 1,799千円
　 関係会社株式評価損 3,146,060千円
　 繰越欠損金 1,562,719千円
　 その他 23,502千円
　 繰延税金資産小計 5,435,430千円
　 評価性引当額 5,435,430千円
　 繰延税金資産合計 －千円

　 繰延税金負債
　 投資有価証券 591千円
　 繰延税金負債合計 591千円
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(関連当事者との取引に関する注記)
1. 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
　

　
2. 子会社及び関連会社等
　

種類 会社等の名称
議決権等
の所有
(被所有)
割合

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 株式会社CCCT
所有
直接
100%

兼任 仮想通貨
関連

資金の貸付 550,000 長期貸付金 2,280,000

利息の受取 38,081 長期未収入金 96,850

貸倒引当金繰入額 1,034,795 貸倒引当金 1,671,151

子会社 EWARRANT FUND
LTD.

所有
直接
100%

兼任 金融商品
取引

資金の借入 ― 長期借入金 2,391,360

利息の支払 6,061 　 ― ―

関連会社 株式会社フィスコデジ
タルアセットグループ

所有
直接
23.2％
間接
1.4％

兼任 仮想通貨
関連 社債の引受 450,000 投資有価証券 450,000

　
　

(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注)1. 資金の貸付、借入については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受入、差出はあり

ません。

3. 役員及び個人主要株主等
　
　

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報に関する注記)
(1) １株当たり純資産額 15円52銭

　
(2) １株当たり当期純損失 4円17銭

　
(重要な後発事象に関する注記)
　 該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2019年12月24日

株式会社カイカ
　取 締 役 会 御中

Ｕ Ｈ Ｙ 東 京 監 査 法 人
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 谷 田 修 一 ㊞

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 河 内 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カイカの2018年11月１日から
2019年10月31日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2018年11月１日から2019年10月31日までの第31期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査室等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＵＨＹ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＵＨＹ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2019年12月24日
株式会社カイカ 監査役会
常勤監査役 古 賀 勝 ㊞
社外監査役 杉 本 眞 一 ㊞
社外監査役
社外監査役

細 木 正 彦
勝 部 日出男

㊞
㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 吸収分割契約承認の件
　

１．吸収分割を行う理由
当社は、2019年９月25日開催の取締役会において、当社グループの組織再編により、経営管理機能と事業

執行機能を分離し、それぞれの機能に特化した体制構築と、権限と責任の明確化により経営のスピードを引き
上げることで、グループ経営体制を強化することを目的とし、持株会社体制に移行する方針を決定いたしまし
た。
かかる移行を実現するため、当社と当社100％出資の吸収分割準備会社である株式会社カイカ分割準備会社

（以下、「承継会社」といいます。）は、2020年３月１日を効力発生日として、当社の営む「情報サービス事
業」に関する権利義務等を承継会社に承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）を行うこととし、
本件分割にかかる吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）を2019年12月25日付で締結いたし
ました。
本案件は、本吸収分割契約についてご承認をお願いするものであります。

２．吸収分割契約の内容
　吸収分割の内容は次のとおりであります。
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吸収分割契約書（写）

　株式会社カイカ（以下「甲」という。）と株式会社カイカ分割準備会社（以下「乙」という。）は、甲がその
事業に関して有する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割に関し、以下のとおり吸収分割契約（以下「本
契約」という。）を締結する。

（吸収分割）
第１条 甲は、本契約の定めに従い、吸収分割（以下「本分割」という。）により、その情報サービス事業
（以下「本事業」という。）に関して有する権利義務を乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。

（商号及び住所）
第２条 本分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。
(１) 吸収分割会社（甲）
　 商 号：株式会社カイカ（効力発生日（第６条に規定する効力発生日をいう。以下同じ。）付で、「株
　 式会社ＣＡＩＣＡ」に商号変更予定）
　 住 所：東京都目黒区大橋一丁目５番１号
(２) 吸収分割承継会社（乙）
　 商 号：株式会社カイカ分割準備会社（効力発生日付で、「株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ」に商
　 号変更予定）
　 住 所：東京都目黒区大橋一丁目５番１号

（分割により承継する権利義務）
第３条 乙が本分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、次のとおりとする。

(１) 資 産
　 甲が本事業に関して有する資産のうち、別紙に記載のもの

(２) 債 務
　 甲が本事業に関して負担する債務のうち、別紙に記載のもの

(３) 雇用契約
　 甲の従業員との間で締結している労働契約は、乙へ承継しない。
(４) その他
　 甲が本事業に関して締結している売買契約、賃貸借契約、業務委託契約、請負契約、人材派遣契約その他
　一切の契約（甲の従業員との間の労働契約を除く。）に係る契約上の地位及びこれらの契約に基づく一切の
　権利義務
２ 乙は、前項第２号に定める債務について、甲から免責的に承継するものとし、甲は、第６条に定める効力
発生日以後、当該債務について、その弁済・履行の責任を免れるものとする。

（分割に際して交付する株式に関する事項）
第４条 乙は、本分割に際して普通株式５，７００株を発行し、そのすべてを甲に交付する。

（資本金及び準備金の額に関する事項）
第５条 本分割により増加する乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
(１) 資本金 金２億８，５００万円
(２) 資本準備金 金３億１，４２９万７，４５８円
(３) 利益準備金 本分割により利益準備金は増加しない。
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（効力発生日）
第６条 本分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、２０２０年３月 １日とする。ただ
し、本分割の手続の進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することがで
きる。

（株主総会の承認）
第７条 甲及び乙は、効力発生日の前日までに、本契約及び本分割に関して必要な事項について、それぞれ株
主総会の承認を求めるものとする。

（競業避止義務の不存在）
第８条 甲は、効力発生日後においても、本事業について、法令（会社法第２１条を含む。）に基づくもので
あるか否かを問わず、一切の競業避止義務を負わない。

（善管注意義務）
第９条 甲は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって本事業を遂行する
ものとし、その財産、権利義務若しくは事業又は本分割に重大な影響を及ぼす行為をする場合には、事前に乙
の同意を得なければならない。
２ 乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって自らの事業を遂行する
ものとし、その財産、権利義務若しくは事業又は本分割に重大な影響を及ぼす行為をする場合には、事前に甲
の同意を得なければならない。

（分割条件の変更及び本契約の解除）
第10条 本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間に、甲若しくは乙の財産状態若しくは経営状態に重大
な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本契約に従った本分割の実行に重大な支障となりうる事象が発生
し若しくは判明した場合には、甲及び乙は、誠実に協議し合意の上、本契約を変更し、又は解除することがで
きる。

（本契約の効力）
第11条 本契約は、効力発生日の前日までに甲及び乙の株主総会における本契約の承認が得られなかったとき
又は関係法令に基づき要求される監督官庁の許認可等が得られなかったときは、その効力を失う。

（協議事項）
第12条 本契約に定めるもののほか、本分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙で協議の
上、これを定める。

　本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

　 ２０１９年１２月２５日

甲 東京都目黒区大橋一丁目５番１号
　 株式会社カイカ
　 代表取締役 鈴 木 伸 ㊞

乙 東京都目黒区大橋一丁目５番１号
　 株式会社カイカ分割準備会社
　 代表取締役 鈴 木 伸 ㊞
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別紙
承継権利義務明細表

承継会社が、分割会社から承継する対象事業に属する資産、債務、その他の権利義務は次のとおりとする。
なお、承継会社が分割会社より承継する権利義務のうち資産及び負債の評価は２０１９年１０月末現在の当

社の貸借対照表の計算を基礎とし、これに本効力発生日までの増減を加除したものを本効力発生日において承
継会社に承継する。

１．承継する資産
(1) 対象事業に属する普通預金、売掛金、前払費用、その他の流動資産

８２８，０５４，９０９円
(2) 対象事業に属する器具備品、長期前払費用、その他の固定資産

４，３１５，２６４円

２．承継する債務
(1) 対象事業に属する買掛金、未払金、前受金、その他の流動負債

２３３，０７２，７１５円
(2) 対象事業に属する固定負債

０円

３．契約（雇用契約は承継しないため除く。）
分割会社が締結し、かつ本効力発生日の前日の終了時において効力を有する全ての契約（当該契約に関して

締結された変更契約、覚書その他これらに類する一切の合意を含む。）に係る契約上の地位及びこれに付随す
る権利義務。ただし、企業グループの運営及び管理に関する次に掲げる契約を除く。
(1) 弁護士、監査法人、金融機関、コンサルタント会社、税理士法人、税理士、司法書士その他

外部委託業者との間で締結された委任契約
(2) M＆Aに関連する契約
(3) 分割会社の本社建物に関する賃貸借契約及びこれに関連する契約、分割会社が賃借する役員社宅に関する
　 賃貸借契約及び保守管理等に関する契約
(4) 管理業務に係るシステムに関する契約
(5) その他上記の契約に関連する一切の契約
なお、承継対象となる契約上の地位及びこれに付随する権利義務を承継会社に承継させるために、当該契約に
おいて必要とされる手続を分割会社が本効力発生日の前日時点において履行できる見込みがない場合その他当
該契約上の地位及びこれに付随する権利義務を承継会社に承継させることにより分割会社又は承継会社に重大
な不利益が発生する場合には、分割会社及び承継会社は協議し合意の上、当該契約上の地位及びこれに付随す
る権利義務を、承継対象から除外することができる。

４．許認可・商標登録等
本効力発生日において、当社が保有している対象事業に関する許認可、商標登録等のうち、法令上承継が可

能であり、分割会社が承継会社へ承継する必要があると判断したもの。

以上
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３．会社法施行規則第183条に掲げる事項の内容の概要
（１）会社法第758条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
①交付する株式の数に関する事項
承継会社は、本吸収分割に際して、新たに普通株式5,700株を発行し、そのすべてを吸収分割会社であ
る当社に割当て交付いたします。承継会社は当社の完全子会社であり、本吸収分割に際して承継会社が新
たに発行する株式の全部を当社に交付するため、承継会社が交付する株式数については、任意の数を定め
ることが可能であります。そのため、両社で協議の上決定した上記の株式数は、相当であると判断いたし
ました。

②本吸収分割により増加する承継会社の資本金および準備金の額に関する事項
本吸収分割により増加する承継会社の資本金および準備金の額は、次のとおりであり、本吸収分割後に
おける承継会社の事業内容は、当社から承継会社に承継される権利義務等に照らして相当な額であると判
断いたしました。
資本金 285,000,000円
資本準備金 314,297,458円
利益準備金 ０円

（２）承継会社の最終事業年度に係る計算書類等
承継会社の最終事業年度における計算書類等の内容につきましては、法令及び当社定款第15条に基づ
き、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.caica.jp）に掲載しておりますので、本招集
ご通知の株主参考書類には記載しておりません。

（３）吸収分割当事会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項
該当事項はありません。
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第２号議案 定款一部変更の件
　

１．提案の理由
当社が、第１号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり、2020年３月１日（予定）をもって純粋持

株会社体制に移行することに伴い、定款第１条（商号）及び第２条（目的）に所要の変更を行うものでありま
す。
なお、本議案にかかる定款変更は、第１号議案「吸収分割契約承認の件」が原案どおりに承認可決され、同

議案で承認された吸収分割契約に従って吸収分割がその効力を生ずることを条件として、当該吸収分割の効力
発生日である2020年３月１日（当該吸収分割に従って効力発生日が変更された場合には、変更後の効力発生
日）に、その効力を生ずるものといたします。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線を付した部分は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案

（商号）
第１条 当会社は、株式会社カイカと称し、英文では
ＣＡＩＣＡ Ｉｎｃ．と表示する。

（商号）
第１条 当会社は、株式会社ＣＡＩＣＡと称し、英文
ではＣＡＩＣＡ Ｉｎｃ．と表示する。
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現行定款 変更案
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。

(1) ～ (13) 条文省略

(14) 国内会社および外国会社の株式を所有すること
により当該会社の事業活動を支配・管理すること
(15) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業を営
む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業
活動を支配・管理すること
(16) 仮想通貨に関するシステムの研究、開発、販売、
保守およびコンサルティング
(17) ブロックチェーンに関するシステムの研究、開
発、販売、保守およびコンサルティング
(18) 仮想通貨の投融資、運用
(19) 仮想通貨を利用した金融派生商品の開発、運用
(20) 仮想通貨に関する研究、調査およびそれらの情
報提供、コンサルティング
(21) 仮想通貨の取引所運営
(22) 仮想通貨の仲介
(23) 仮想通貨の取引所運営に関するシステムの販売
およびコンサルティング
(24) その他の仮想通貨の一般サービス
(25) 投資および融資
(26) 投資ファンドの運営
(27) 第一種金融商品取引業および第二種金融商品取
引業に関わる業務
(28) 投資運用業に関わる業務
(29) 市場調査および投資情報提供業務
(30) 資産の管理および運用に関するコンサルティン
グ業務
(31) カストディ業務

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

(新設)
(32) 前各号に附帯する一切の業務

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことおよび次の事
業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の
事業活動を支配・管理することを目的とする。

(1) ～ (13) 現行通り

(削除)

(14) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業を営
む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業
活動を支配・管理すること
(15) 仮想通貨に関するシステムの研究、開発、販売、
保守およびコンサルティング
(16) ブロックチェーンに関するシステムの研究、開
発、販売、保守およびコンサルティング
(17) 仮想通貨の投融資、運用
(18) 仮想通貨を利用した金融派生商品の開発、運用
(19) 仮想通貨に関する研究、調査およびそれらの情
報提供、コンサルティング
(20) 仮想通貨の取引所運営
(21) 仮想通貨の仲介
(22) 仮想通貨の取引所運営に関するシステムの販売
およびコンサルティング
(23) その他の仮想通貨の一般サービス
(24) 投資および融資
(25) 投資ファンドの運営
(26) 第一種金融商品取引業および第二種金融商品取
引業に関わる業務
(27) 投資運用業に関わる業務
(28) 市場調査および投資情報提供業務
(29) 資産の管理および運用に関するコンサルティン
グ業務
(30) カストディ業務
(31) 情報処理技術者の育成および研修の実施
(32) 情報処理に関する技術資料の開発および制作
(33) 人材育成および教育研修の実施
(34) 有料職業紹介業務
(35) 人材派遣業務
(36) 出版物の企画、制作、販売に関する業務
(37) 広告宣伝代理業務
(38) 企業における求人・採用活動に関する宣伝の受
託およびコンサルティング
(39) 経営コンサルティング
(40) 前各号に附帯する一切の業務
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第３号議案 取締役７名選任の件
　

　本総会終結の時をもって現任取締役全員（７名）が任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願
いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

１ 鈴
すず
　木

き
　 伸

しん

（1968年３月５日生）

1991年３月 株式会社ジャパンシステムクリエーション（現 当社） 入社

０株

2005年４月 株式会社アイビート（現 当社） 執行役員 第一ソリューシ
ョン開発本部長

2008年４月 株式会社ＳＪアルピーヌ（現 当社） 執行役員 第二ソリュ
ーション事業部 事業部長

2009年４月 株式会社ＳＪＩ（現 当社） 執行役員 第二ソリューション
事業部 事業部長

2009年８月 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 取締役
2013年１月 Care Online株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミクス）

取締役 介護情報システム部長
2013年７月 当社 国内事業統轄本部 サービス事業本部長
2014年４月 当社 事業統轄本部 第一事業本部 本部長
2016年４月 当社 第一事業本部 本部長
2018年１月 当社 代表取締役社長 第一事業本部担当 第二事業本部担当

第三事業本部担当 BP推進室担当 フィンテック戦略室担当
2018年12月 株式会社東京テック 代表取締役社長（現任）
2018年12月 株式会社ＣＣＣＴ 代表取締役社長（現任）
2019年１月 当社 代表取締役社長 事業推進本部担当 営業部担当 第一

ソリューション事業部担当 第二ソリューション事業部担当
クリプトカレンシー＆テクノロジー事業部担当 インフラソリ
ューション事業部担当 ＢＰ推進室担当 フィンテック戦略室
担当 内部監査室担当 広報担当 事業推進本部長委嘱（現任）

2019年７月 アイスタディ株式会社 取締役（現任）
2019年７月 株式会社エイム・ソフト 取締役（現任）
2019年８月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

２ 山
やま
　口
ぐち
　健
けん
　治

じ

（1970年11月19日生）

2003年２月 株式会社シークエッジ（現 株式会社シークエッジ・ジャパン・
ホールディングス）入社

０株

2003年９月 同社取締役
2010年２月 株式会社シークエッジ・パートナーズ（現 株式会社ヴァンテー

ジパートナーズ）取締役
2011年７月 ＳＥＱＵＥＤＧＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ ＤＩＲＥＣＴＯＲ
2014年３月 株式会社シークエッジ・インベストメント（現 株式会社シーク

エッジ・ジャパン・ホールディングス）代表取締役
2015年６月 当社 代表取締役 管理統轄本部担当 ガバナンス推進室担当

管理統轄本部長委嘱
2015年11月 当社 代表取締役 管理統轄本部担当 ガバナンス推進室担当

管理統轄本部長委嘱 財務経理本部長委嘱
2016年１月 当社 代表取締役専務 ガバナンス推進室担当 財務経理本部

担当 財務経理本部長委嘱
2017年２月 株式会社東京テック取締役
2017年３月 当社 代表取締役専務 財務経理本部担当 財務経理本部長委

嘱
2017年８月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
2017年11月 株式会社ＣＣＣＴ取締役（現任）

2018年１月 当社 代表取締役専務 財務経理本部担当 総務人事部担当
財務経理本部長委嘱 総務人事本部長委嘱

2018年２月 ｅワラント証券株式会社 取締役（現任）
2018年２月 EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director（現任）
2018年２月 EWARRANT FUND LTD. Director（現任）
2019年１月 当社 代表取締役副社長 財務経理本部担当 総務人事本部担

当 財務経理本部長委嘱 総務人事本部長委嘱（現任）
2019年７月 アイスタディ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
2019年８月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

３ 八
や
　木

ぎ
　隆
りゅう
　二

じ

（1969年11月28日生）

2010年３月 株式会社フィスコ入社

０株

2011年10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役
2013年２月 株式会社ネクス（現 株式会社ネクスグループ）取締役
2013年３月 株式会社フィスコ取締役アドバイザリー事業部長
2014年12月 Ｃａｒｅ Ｏｎｌｉｎｅ株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミ

クス）取締役
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役

2014年８月 株式会社ジェネラルソリューションズ（現 株式会社フィスコＩ
Ｒ）取締役

2014年12月 株式会社シヤンテイ取締役
2015年６月 当社 代表取締役会長 業務全般担当 内部監査室担当
2016年10月 当社 代表取締役会長 内部監査室担当 広報担当
2017年２月 株式会社東京テック代表取締役社長
2017年８月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 取締役
2017年11月 株式会社ＣＣＣＴ代表取締役社長
2018年２月 ｅワラント証券株式会社 代表取締役
2018年２月 EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director（現任）
2018年２月 EWARRANT FUND LTD. Director（現任）
2018年12月 当社 取締役会長 内部監査室担当 広報担当
2018年12月 株式会社東京テック 取締役
2018年12月 株式会社ＣＣＣＴ 取締役（現任）
2018年12月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 代表取締役（現任）
2018年12月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 代表取締役（現

任）
2019年１月 当社 取締役会長（現任）
2019年１月 ｅワラント証券株式会社 取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

４ 佐
さ
　藤
とう
　元
もと
　紀

き

（1973年５月４日生）

2012年９月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現 株式会社フィスコ）
取締役

０株

2014年３月 株式会社フィスコ取締役（現任）
2014年５月 Care Online株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミクス）取締

役（現任）
2014年７月 株式会社ジェネラルソリューションズ（現 株式会社フィスコ）

代表取締役社長
2014年12月 株式会社シヤンテイ取締役（現任）
2018年１月 当社 取締役（現任）
2019年３月 アイスタディ株式会社 取締役（現任）

５ 川
かわ
　﨑
さき
　光
みつ
　雄

お

（1972年５月28日生）

1996年４月 株式会社アットホーム入社

０株

2003年８月 株式会社船井総合研究所入社
2011年１月 株式会社カテナシア設立代表取締役（現任）
2011年８月 株式会社メディア・コンテンツ代表取締役
2012年９月 一般財団法人アジア医療支援機構監事（現任）
2012年12月 医療法人マザーキー理事（現任）
2013年12月 社会福祉法人善光会理事（現任）
2015年６月 当社 取締役（現任）

６ 幾
き
　石
せき
　 純

じゅん

(1948年２月12日生）

1971年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行

０株

1989年９月 同行香港支店筆頭副支店長
1992年７月 同行パリ支店長
1996年１月 同行情報開発部長
2000年６月 大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社（現 株式会社大

和証券グループ本社）執行役員
2002年８月 日本オーチスエレベータ株式会社取締役
2008年５月 いわかぜキャピタル株式会社取締役
2016年１月 当社 取締役（現任）

７ 島
しま
　村
むら
　和
かず
　也

や

(1972年10月20日生）

1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所

０株

1998年４月 公認会計士登録
2004年10月 弁護士登録
2008年10月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所
2008年３月 島村法律会計事務所開設 代表（現任）
2008年６月 株式会社ソディックプラステック 社外監査役
2008年７月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役
2012年７月 同社 社外取締役（現任）
2014年３月 コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
2015年６月 アイビーシステム株式会社 社外監査役
2016年12月 株式会社アズーム 社外監査役（現任）
2017年１月 当社 取締役（現任）
2019年10月 株式会社明豊エンタープライズ 取締役（監査等委員）（現任）

（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者の所有する当社の株式数は、2019年10月31日現在の状況を記載しております。
3. 川﨑光雄氏、幾石純氏、島村和也氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。なお、当社は、川﨑
光雄氏、幾石純氏、島村和也氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届出ており、原案どおり選任され
た場合、引き続き独立役員となる予定です。

4. 川﨑光雄氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年７ヶ月となります。
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幾石純氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
島村和也氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

5. 川﨑光雄氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり株式会社カテナシアの代表取締役を務められており、経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全
般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するもので
あります。

6. 幾石純氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり金融機関における金融及び証券関係の豊富な専門知識ならびに経営
者として培われた幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全
般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するもので
あります。

7．島村和也氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士・公認会計士としての豊富な専門知識と経験をもとに、当社から独立
した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナ
ンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。

8．当社定款第28条の規定に基づき、当社は川﨑光雄氏、幾石純氏、島村和也氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、
同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円又は
法令が定める額のいずれか高い額としており、本総会において、川﨑光雄氏、幾石純氏、島村和也氏の再任が承認された場
合、本契約を継続する予定であります。

9．会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項
はありません。
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第４号議案 監査役１名選任の件
　監査役細木正彦氏および勝部日出男氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきまして
は、当社ガバナンスの実効性が引き続き確保できると判断したため１名減員し、監査役１名の選任をお願
いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

細
ほそ
　木

き
　正
まさ
　彦
ひこ

（1955年８月14日生）

1978年４月 川崎重工業株式会社入社

０株

1985年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所

1986年７月 青山監査法人（Price Waterhouse日本法人）入所
1989年３月 公認会計士登録
1992年10月 細木公認会計士事務所開設

1994年４月 ウィルコンサルティング株式会社設立代表取締役（現任）
2007年６月 株式会社極楽湯監査役
2008年６月 あすか信用組合監事（現任）
2013年３月 株式会社タカヤ監査役（現任）
2016年１月 当社 監査役（現任）

（注）1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 細木正彦氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。なお、当社は、細木正彦氏を東京証券取引所規
則に定める独立役員として同取引所に届出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

3. 細木正彦氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
4. 細木正彦氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験ならびに企業における社外監査役を長きにわたり務められた経
験等を、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

5．当社定款第39条の規定に基づき、当社は細木正彦氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円又は法令が定める額のいず
れか高い額としており、本総会において、細木正彦氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
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第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
　

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対
し、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の
募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
　また、本議案は会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株
予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容につき、併せてご承認をお願いするものであります。
　なお、現在の当社取締役の員数は７名（うち社外取締役は３名）であり、第３号議案「取締役７名選任
の件」が原案どおり可決されましても、取締役の人数は、従来と同じ７名（うち社外取締役３名）となり
ます。

１．当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対し特に有利な条件により新株予
約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
　当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えるこ
とを目的としております。

２．当社の取締役に対する報酬等の額
　当社取締役に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額
200百万円（うち社外取締役は34百万円）を上限として設ける旨の承認をお願いするものであります。
　ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績並びに当社
及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。
　当社は、新株予約権が当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として割り当
てられるストックオプションであることから、その具体的な内容は相当なものであると考えております。
　なお、当社の取締役の報酬等の額は、2005年２月15日開催の臨時株主総会において年額600百万円以
内（ただし、使用人分給与は含まない。）とする旨ご承認いただいておりますが、本議案に係るストック
オプションとしての新株予約権に関する当社の取締役の報酬等の額及び具体的内容は、上記報酬額とは別
枠で設定するものであります。なお、本議案に係る取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まれておりません。

３．新株予約権の発行要領
　 (1) 新株予約権の総数

45,000個を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は27,000
個（うち社外取締役分は4,500個）とする。

　 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式4,500,000株を株式数の上限とし、このうち2,700,000株（うち社外取締役分は

450,000株）を、当社取締役に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式数の上限とする。
なお、各新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という）は当社普

通株式100株とする。
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　また、当社が、本総会の決議の日（以下「決議日」という）後、当社普通株式につき株式分割
（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行
う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

　調整後付与株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

　さらに、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす
る。

　 (3) 新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。

　 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受

けることのできる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係
る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」とい

う）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均値に1.05を乗じた金額と割当日の前日の終
値（前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金額とし、１円未満
の端数は切り上げる。
　なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式
により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

　調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を

行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。

　 (5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後２年を経過した日から、当該取締役会決

議の日後５年を経過する日まで。
　 (6) 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役職員の地位にあること
を要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。

　 (7) 新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは
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株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき（株主総会決議が不要の場合は
当社の取締役会決議がなされたとき）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権
の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権
利行使価額の50％（１円未満の端数は切り下げ）以下となった場合には、当社は、当該新株予約
権の全部を無償で取得することができるものとする。

③ 新株予約権者が、上記（6）に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締
役会の決議により別途定める日において、当該新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無
償で取得することができる。

　 (8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

　 (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場
合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の
額を減じた額とする。

　(10) 端数がある場合の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。
　(11) その他

その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定め
る。

以 上
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株主総会会場ご案内図
　

場所：東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号
アイビーホール青学会館 Ｂ２階 サフラン
　 電話（03）3409-8181

　

交通のご案内
（地下鉄）
●銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」下車 （Ｂ３又はＢ１出口より徒歩約５分）
（都営バス）
●渋谷駅前 ⇒ 新 橋 駅 前 行 き （渋 88 系 統） 「南 青 山 五 丁 目」 下 車 （徒 歩 約 ３ 分）
● 新 橋 駅 前 ⇒ 渋 谷 駅 前 行 き （渋 88 系 統） 「青 山 学 院 前」 下 車 （徒 歩 約 ３ 分）

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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